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滋賀労働局労働基準部健康安全課

改正労働安全衛生法等について



労働安全衛生法及び作業環境測定法改正の主なポイント

令和8（2026）年1月1日から段階的に施行※されます。

※一部は公布日（令和7年5月14日）に施行済み

多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、個人事業者等に

対する安全衛生対策の推進や、職場のメンタルヘルス対策の推進などの措置を行う改正を行いました。

個人事業者等の安全衛生対策の推進１
労働者と同じ場所で働く個人事業者等（注）を労働安全衛生法による保護の対象及び義務の主

体として位置づけ、注文者等や個人事業者等自身が講ずべき各種措置を定めました。

（注）個人事業者のほか中小事業者の代表者又は役員も対象

（1）注文者等の配慮 Ｒ7.5.14施行

労働安全衛生法第３条第３項(改正内容）

建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛
生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。

建設工事の注文者その他の仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、作業方法、工期、納
期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮し
なければならない。 2

労働安全衛生法第３条第３項に規定されている注文者などへの注文時の施工方法や工期などに対
する配慮規定について、今回の法改正により、こうした規定が建設工事以外の注文者にも広く適
用されることを明確化しました。



（2）混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大 Ｒ８.４.１施行

（3）業務上災害報告の創設 Ｒ9.４.１施行

個人事業者等の業務上災害が発生した場合には、災害発生状況などについて、厚生労働省に報
告させることができることとしました。

報告主体や報告事項などの報告の仕組みの詳細は今後、関連する法令等により示すこととして
います。

3

（特定）元方事業者が混在作業場所において、自社及び関係請負人等に雇用されている労働者
の災害防止のために講ずべき必要な指導や連絡調整等の措置について、その対象が当該労働者
から個人事業者等を含む作業従事者に拡大されました。

また、政令で定められた機械等または建築物を他の事業者に貸与する者が災害防止のために講
ずべき措置について、個人事業者等に貸与する場合にも当該措置を講ずることとされました。

（4）個人事業者等自身への義務付け Ｒ９.４.１施行

個人事業者等に対して、労働者と同一の場所において作業を行う場合に、①構造規格や安全装
置を具備しない機械などの使用の禁止、②特定の機械などに対する定期自主点検の実施③危
険・有害な業務に就く際の安全衛生教育の受講などを義務付けることとしました。

（5）作業場所管理事業者への連絡調整措置の義務付け Ｒ9.４.１施行

作業場所管理事業者（仕事を自ら行う事業者であって、当該仕事を行う場所を管理するものを
いいます。）に対して、その管理する場所において、自社または請負人の作業従事者のいずれ
かが、危険・有害な業務を行う場合に、災害防止の観点から、作業間の連絡調整等の必要な措
置を講ずることが義務付けられました。



職場のメンタルヘルス対策の推進２

ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている常用労働者数有５０人未満の事

業場においても、ストレスチェックや高ストレス者への面接指導の実施が義務付けられました。

附則（令和７年５月１４日法律第３３号）第４条関係

国においても小規模事業者が円滑に制度改正に対応できるよう、５０人未満の事業場に即したス

トレスチェックの実施体制・実施方法についてのマニュアルの作成や、医師による高ストレス者

への面接指導の受け皿となる地域産業保健センター（地さんぽ）の体制拡充などの支援を進めて

いきます。

公布後３年以内に政令で定める日から施行

【ストレスチェック制度の流れ】
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化学物質による健康障害防止対策等の推進３

（1）危険性及び有害性情報の通知制度の履行確保 公布後５年以内に政令で定める日から施行

（2）営業秘密である成分に係る代替化学品名等の通知 Ｒ８.４.１施行

（3）個人ばく露測定の制度担保 Ｒ８.１０.１施行
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○ 化学物質の譲渡・提供時における危険有害性情報の通知制度（SDS）の履行を確保するため、
次の見直しを行います。

・通知義務違反に対する罰則の新設
・通知事項を変更した場合の再通知（現行は努力義務）の義務化

○ SDSについて、化学物質の成分名に企業の営業秘密情報が含まれる場合においては、有害性が相対的
に低い化学物質に限り、通知事項のうち成分名について、代替化学名等（※）での通知が認められるこ
ととなりました。

なお、代替化学名等での通知を行った事業者は実際の成分名等の情報についての記録・保存が義務付
けられました。

また、当該事業者は医師が診断及び治療のために成分名の開示を求めた場合は、直ちに成分名の開示
を行うことが義務付けられました。

※代替化学名等：詳細な代替化学名等の表示方法などについては国が指針を定める予定です。

なお、非開示とできるのは成分名のみであり、人体に及ぼす作用、講ずべき措置等については非開示は認められません。

○ 危険有害な化学物質を取り扱う作業場の作業環境において、労働者が有害な因子にばく露する程度
を把握するために行う個人ばく露測定について、その精度を担保するため、法律上の位置付けを明確
にし、有資格者（作業環境測定士）により実施しなければならないこととします。

※個人ばく露測定が義務となっているもの

・金属アーク溶接等作業を継続的に行う屋内作業場

・作業環境測定の結果、第三管理区分作業場となった場合



特定機械等による労働災害防止の促進等４

（1）特定機械等の製造許可及び製造時等検査制度の見直し Ｒ８.４.１施行

（2）特定自主検査及び技能講習の不正防止の強化 Ｒ８.１.１施行
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高年齢労働者の労働災害防止の推進   R８ .４ .１施行5

高年齢労働者の労働災害の防止を図るため、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、
作業管理などの必要な措置を講ずることが事業者の努力義務となりました。

また、国において、事業者による措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を定めることと
しており、事業者の方には、指針に基づいた取り組みを行っていただく必要があります。

治療と仕事の両立支援   R８ .４ .１施行６

職場における治療と仕事の両立を促進するために必要な措置を講じることが事業者の努力義務
となりました。

また、国において、当該措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を定めることとしており、
事業者の方には、指針に基づいた取り組みを行っていただく必要があります。

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等
に関する法律」も改正されました
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